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 第１号議案 
 

    令和７年度栃木県一般会計補正予算（第９号） 
 

 

  令和７年度栃木県の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正）  

 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ22,891,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ948,374,350千円とする。 

                                                                 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  （地方債の補正） 

 

 第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

   令 和 ８ 年 ３ 月 3 0 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 

第１表  

款 項 計 

歳 入 

補 正 前 の 額 補 正 額 

歳入歳出予算補正 

3 地 方 譲 与 税 46,100,000 122,300 46,222,300

1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 43,000,000 122,300 43,122,300

5 地 方 交 付 税 160,420,356 △ 204,410 160,215,946

1 地 方 交 付 税 160,420,356 △ 204,410 160,215,946

6 交通安全対策特別交付金 600,000 △ 217,467 382,533

1 交通安全対策特別交付金 600,000 △ 217,467 382,533

9 国 庫 支 出 金 122,751,794 △ 539,654 122,212,140

1 国 庫 負 担 金 45,621,799 △ 170,000 45,451,799

2 国 庫 補 助 金 73,028,349 △ 369,654 72,658,695

14 諸 収 入 138,592,003 △ 21,596,769 116,995,234

3 貸 付 金 元 利 収 入 126,258,011 △ 21,596,769 104,661,242

15 県 債 59,185,000 △ 455,000 58,730,000

1 県 債 59,185,000 △ 455,000 58,730,000
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歳 入 歳 出 予 算

歳 入 合 計 971,265,350 22,891,000 948,374,350△
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（単位千円） 

款 項 計 

歳 出 

補 正 前 の 額 補 正 額 

1 議 会 費 1,539,141 △ 64,000 1,475,141

1 議 会 費 1,539,141 △ 64,000 1,475,141

2 総 務 費 54,473,418 3,257,000 57,730,418

1 総 務 管 理 費 29,518,134 3,762,000 33,280,134

2 企 画 費 5,865,658 △ 211,000 5,654,658

3 徴 税 費 10,337,849 △ 243,000 10,094,849

6 防 災 費 3,030,520 △ 50,000 2,980,520

9 監 査 委 員 費 185,266 △ 1,000 184,266

3 民 生 費 123,655,250 △ 1,277,000 122,378,250

1 社 会 福 祉 費 71,113,345 △ 355,000 70,758,345

2 児 童 福 祉 費 45,996,612 △ 922,000 45,074,612

4 衛 生 費 65,442,462 △ 333,000 65,109,462

1 公 衆 衛 生 費 36,668,459 △ 187,000 36,481,459

2 環 境 衛 生 費 2,057,827 △ 40,000 2,017,827
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歳 入 歳 出 予 算

3 保 健 所 費 2,193,783 △ 2,000 2,191,783

5 病 院 費 4,353,180 △ 33,000 4,320,180

6 環 境 対 策 費 3,545,873 △ 71,000 3,474,873

6 農 林 水 産 業 費 41,580,080 △ 183,000 41,397,080

1 農 業 費 11,076,992 △ 45,000 11,031,992

2 畜 産 業 費 4,128,959 △ 11,000 4,117,959

3 農 地 費 14,329,846 △ 10,000 14,319,846

4 林 業 費 11,191,993 △ 117,000 11,074,993

7 商 工 費 133,804,257 △ 21,985,000 111,819,257

1 商 工 費 132,366,383 △ 21,982,000 110,384,383

2 観 光 費 1,437,874 △ 3,000 1,434,874

8 土 木 費 98,813,811 △ 35,000 98,778,811

1 土 木 管 理 費 4,856,741 △ 35,000 4,821,741

9 警 察 費 47,724,152 △ 170,000 47,554,152

1 警 察 管 理 費 46,118,895 △ 170,000 45,948,895

10 教 育 費 186,616,754 △ 1,412,000 185,204,754
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款 項 計 補 正 前 の 額 補 正 額 

1 教 育 総 務 費 29,703,849 △ 334,000 29,369,849

2 小 学 校 費 61,392,058 △ 211,000 61,181,058

3 中 学 校 費 36,416,920 △ 239,000 36,177,920

4 高 等 学 校 費 36,107,898 △ 390,000 35,717,898

5 特 別 支 援 学 校 費 15,819,103 △ 196,000 15,623,103

6 社 会 教 育 費 2,139,249 △ 20,000 2,119,249

7 保 健 体 育 費 5,037,677 △ 22,000 5,015,677

11 災 害 復 旧 費 520,321 △ 115,000 405,321

1 農林水産施設災害復旧費 238,660 △ 115,000 123,660

12 公 債 費 97,882,760 △ 104,000 97,778,760

1 公 債 費 97,882,760 △ 104,000 97,778,760

14 予 備 費 500,000 △ 470,000 30,000

1 予 備 費 500,000 △ 470,000 30,000

歳 出 合 計 971,265,350 22,891,000 948,374,350△
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第２表 地 方 債 補 正 

 

 変  更                                                               （単位千円） 

 

 

 

起 債 の 目 的 

 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 

庁 舎 等 施 設 整 備 費 6,031,000 普通貸借又は

債券発行（他

の地方公共団

体との共同発

行を含む。発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

5,944,000 普通貸借又は

債券発行（他

の地方公共団

体との共同発

行を含む。発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

社会福祉施設整備費 433,000 同 上 同 上 同 上 404,000 同 上 同 上 同 上 

土 地 改 良 事 業 費 2,884,000 同 上 同 上 同 上 2,642,000 同 上 同 上 同 上 

林 道 事 業 費 60,000 同 上 同 上 同 上 56,000 同 上 同 上 同 上 
 

9



 

   

 

起 債 の 目 的 

 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 

治 山 事 業 費 806,000 普通貸借又は

債券発行（他

の地方公共団

体との共同発

行を含む。発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

772,000 普通貸借又は

債券発行（他

の地方公共団

体との共同発

行を含む。発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

県 単 治 山 事 業 費 140,000 同    上 同    上 同       上 146,000 同    上 同    上 同      上 

自然公園等施設整備費 171,000 同    上 同    上 同       上 183,000 同    上 同    上 同      上 

国庫補助道路事業費 15,145,000 同    上 同    上 同       上 15,138,000 同    上 同    上 同      上 

国庫補助河川改良費 6,534,000 同    上 同    上 同       上 6,468,000 同    上 同    上 同      上 

国 庫 補 助 砂 防 費 1,517,000 同    上 同    上 同       上 1,516,000 同    上 同    上 同      上 

国庫補助街路事業費 2,525,000 同    上 同    上 同       上 2,524,000 同    上 同    上 同      上 
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起 債 の 目 的 

 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 

公 園 緑 地 整 備 費 353,000 普通貸借又は

債券発行（他

の地方公共団

体との共同発

行を含む。発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

352,000 普通貸借又は

債券発行（他

の地方公共団

体との共同発

行を含む。発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

県営住宅建設事業費 908,000 同    上 同    上 同       上 860,000 同    上 同    上 同      上 

地方道路等整備事業費 7,327,000 同    上 同    上 同       上 7,386,000 同    上 同    上 同      上 

河 川 等 整 備 事 業 費 4,139,000 同    上 同    上 同       上 4,120,000 同    上 同    上 同      上 

警 察 施 設 整 備 費 521,000 同    上 同    上 同       上 515,000 同    上 同    上 同      上 

交通安全施設整備費 416,000 同    上 同    上 同       上 415,000 同    上 同    上 同      上 

学 校 施 設 整 備 費 4,453,000 同    上 同    上 同       上 4,456,000 同    上 同    上 同      上 
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起 債 の 目 的 

 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 

教 育 施 設 等 整 備 費 55,000 普通貸借又は

債券発行（他

の地方公共団

体との共同発

行を含む。発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

54,000 普通貸借又は

債券発行（他

の地方公共団

体との共同発

行を含む。発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

農 林 水 産 施 設 災 害 

復 旧 費 

22,000 同    上 同    上 同       上 35,000 同    上 同    上 同      上 

土木施設災害復旧費 200,000 同    上 同    上 同       上 199,000 同    上 同    上 同      上 
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 第２号議案 
 

    栃木県県税条例及び栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正について 
 

  栃木県県税条例及び栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ３ 月 3 0日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県県税条例及び栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 

  （栃木県県税条例の一部改正） 

第１条 栃木県県税条例（平成17年栃木県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

 （知事の権限の委任） 

第５条 略 

２～５ 略 

６ 知事は、第１項から第４項までの規定にかかわらず、県税に係る法第

20条の10（納税証明書の交付）に規定する証明書の交付に関する事項を

当該証明書の交付の請求を受けた県税事務所の長（自動車税    に

あっては、県税事務所の長及び自動車税事務所長）に委任する。 

７～10 略 

 

 （納税管理人の申告等） 

第14条 法人の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税    、鉱区

税若しくは固定資産税の納税義務者又はゴルフ場利用税の特別徴収義務

者（以下この条において「納税義務者等」という。）は、県内に住所、

居所、事務所又は事業所（以下この項において「住所等」という。）を

有しない場合（法人の県民税にあっては、事務所又は事業所若しくは寮

等を有しなくなった場合）においては、納税又は納入に関する一切の事

項を処理させるため、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を

定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に申告書を知事に提出

し、又は県外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有

 （知事の権限の委任） 

第５条 略 

２～５ 略 

６ 知事は、第１項から第４項までの規定にかかわらず、県税に係る法第

20条の10（納税証明書の交付）に規定する証明書の交付に関する事項を

当該証明書の交付の請求を受けた県税事務所の長（自動車税の種別割に

あっては、県税事務所の長及び自動車税事務所長）に委任する。 

７～10 略 

 

 （納税管理人の申告等） 

第14条 法人の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税の種別割、鉱区

税若しくは固定資産税の納税義務者又はゴルフ場利用税の特別徴収義務

者（以下この条において「納税義務者等」という。）は、県内に住所、

居所、事務所又は事業所（以下この項において「住所等」という。）を

有しない場合（法人の県民税にあっては、事務所又は事業所若しくは寮

等を有しなくなった場合）においては、納税又は納入に関する一切の事

項を処理させるため、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を

定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に申告書を知事に提出

し、又は県外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有
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するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生

じた日から10日以内に申請書を知事に提出してその承認を受けなければ

ならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとするときも、同様と

する。 

２・３ 略 

 

 （税率の特例措置の適用を受けるゴルフ場の利用者の提示する書類等） 

第97条 前条第１号及び第２号に規定する者が同条の規定の適用を受けよ

うとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め

る書類等を、当該利用に係るゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収

義務者に提示し、又は提出しなければならない。 

 (1) 前条第１号に規定する者 運転免許証（道路交通法（昭和35年法律

第105号）第92条（免許証の交付）の規定により交付された運転免許

証をいう。第105条の10第３項及び第116条第４項において同じ。）そ

の他の年齢を証する書類等 

 (2) 略 

 

 （自動車税の納税義務者等） 

第103条0自動車税は、自動車（法第145条   （自動車税に関する用語

の意義）に規定する自動車をいう。以下自動車税について同じ。）に対

し、その                        所有者

（所有者が法第148条第１項（国等に対する自動車税の非課税）の規定

により自動車税を課することができない者である場合には、当該自動車

の使用者）に            課する。 

 

 

 

 

 

 

 

 （自動車税のみなす課税） 

第103条の２0自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保

している場合には               、買主を前条第１項

するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生

じた日から10日以内に申請書を知事に提出してその承認を受けなければ

ならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとするときも、同様と

する。 

２・３ 略 

 

 （税率の特例措置の適用を受けるゴルフ場の利用者の提示する書類等） 

第97条 前条第１号及び第２号に規定する者が同条の規定の適用を受けよ

うとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め

る書類等を、当該利用に係るゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収

義務者に提示し、又は提出しなければならない。 

 (1) 前条第１号に規定する者 運転免許証（道路交通法（昭和35年法律

第105号）第92条（免許証の交付）の規定により交付された運転免許

証をいう。第105条の10第３項及び第116条第４項において同じ。）そ

の他の年齢を証する書類等 

 (2) 略 

 

 （自動車税の納税義務者等） 

第103条0自動車税は、自動車（法第145条第３号（自動車税に関する用語

の意義）に規定する自動車をいう。以下自動車税について同じ。）に対

し、当該自動車の取得者に環境性能割によって、当該自動車の所有者

（所有者が法第148条第１項（国等に対する自動車税の非課税）の規定

により種別割 を課することができない者である場合には、当該自動車

の使用者）に種別割によって、それぞれ課する。 

２ 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自

動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運

行（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条第５項（定義）に

規定する運行をいう。次条第３項及び第４項において同じ。）以外の目

的に供するために自動車を取得した者として施行令第44条の２に規定す

るものを含まないものとする。 

 

 （自動車税のみなす課税） 

第103条の２0自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保

している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項
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に規定する自動車の取得者（以下この節において「自動車の取得者」と

いう。）及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変

更があったときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の

所有者とみなして、自動車税を課する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （自動車税の課税免除） 

第105条0次の各号のいずれかに該当する自動車（第２号及び第３号に掲げ

る自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。）に対しては、

自動車税を課さない。 

 (1)～(3) 略 

２ 前項の規定により自動車税の課税免除を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を

添付して、これを知事に提出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 

 

 

 

 

 

 

に規定する自動車の取得者（以下この節において「自動車の取得者」と

いう。）及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変

更があったときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の

所有者とみなして、自動車税を課する。 

３ 自動車製造業者、自動車販売業者又は施行令第44条の２に規定する自

動車を取得した者（以下この項において「販売業者等」という。）が、

その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目

的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送

車両法第７条第１項（新規登録の申請）に規定する新規登録（以下この

節において「新規登録」という。）を受けた場合（当該新規登録前に第

１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。）に

は、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課す

る。 

４ 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行

の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取

得者とみなして、環境性能割を課する。 

 

 （種別割の課税免除） 

第105条0次の各号のいずれかに該当する自動車（第２号及び第３号に掲げ

る自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。）に対しては、

種別割 を課さない。 

 (1)～(3) 略 

２ 前項の規定により種別割 の課税免除を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を

添付して、これを知事に提出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 

 （環境性能割の課税標準） 

第105条の２0環境性能割の課税標準は、法第156条（環境性能割の課税標

準）に規定する通常の取得価額（第105条の12第２項において「通常の

取得価額」という。）とする。 

 

 （環境性能割の税率） 
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第105条の３0法第157条第１項各号（環境性能割の税率）に掲げる自動車

（法第149条第１項（同条第２項又は第３項（環境への負荷の低減に著

しく資する自動車に対する環境性能割の非課税）において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）の規定の適用を受けるものを除

く。）に対して課する環境性能割の税率は、100分の１とする。 

２ 法第157条第２項各号に掲げる自動車（法第149条第１項及び前項の規

定の適用を受けるものを除く。）に対して課する環境性能割の税率は、

100分の２とする。 

３ 法第149条第１項及び前２項の規定の適用を受ける自動車以外の自動

車に対して課する環境性能割の税率は、100分の３とする。 

 

 （環境性能割の徴収の方法） 

第105条の４0環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。 

 

 （環境性能割の申告納付） 

第105条の５0環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分

に応じ、当該各号に定める時又は日までに、環境性能割の課税標準額、

環境性能割額その他必要な事項を記載した法第160条第１項（環境性能

割の申告納付）の規定による申告書を知事に提出するとともに、その申

告に係る環境性能割額を納付しなければならない。 

 (1) 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時 

 (2)0道路運送車両法第13条第１項（移転登録）の規定による移転登録

（以下この号において「移転登録」という。）を受けるべき自動車  

あ当該移転登録を受けるべき事由があった日から15日を経過する日

（その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時） 

 (3) 前２号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第67条第１

項（自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査）の規定による

自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受ける

べき事由があった日から15日を経過する日（その日前に当該変更記録

を受けたときは、当該変更記録の時） 

 (4) 前３号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から15

日を経過する日 

 

 （取得した自動車に関する報告） 
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第105条の６0自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。以下この

条において同じ。）は、前条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る時又は日までに、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要

な事項を記載した法第160条第２項（環境性能割の申告納付）の規定に

よる報告書を知事に提出しなければならない。 

 

 （環境性能割の納付の方法） 

第105条の７0環境性能割の納税義務者は、環境性能割額を納付する場合

（当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。）には、当

該環境性能割額（当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。）に相当す

る現金を納付しなければならない。 

 

 （環境性能割の減免） 

第105条の８0知事は、天災その他の災害により滅失又は損壊をした自動車

又は道路運送車両法第３条（自動車の種別）に規定する軽自動車のうち

三輪以上のもの（以下この項において「被災自動車等」という。）の所

有者（第103条の２第１項又は法第444条第１項（軽自動車税のみなす課

税）に規定する場合には、これらの規定に規定する買主）が当該被災自

動車等に代わるものと知事が認める自動車（以下この項において「代替

自動車」という。）を当該滅失又は損壊をした日から６月以内に取得し

た場合には、当該代替自動車に対して課する環境性能割を免除すること

ができる。 

２ 前項の規定により環境性能割の免除を受けようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を添

付して、これを知事に提出しなければならない。 

 (1) 年度及び税額 

 (2) 自動車登録番号 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

 

第105条の９0知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、

環境性能割を免除することができる。 

(1)0医療法（昭和23年法律第205号）第31条（公的医療機関）に規定す

る公的医療機関の開設者による救急自動車又はへき地における巡回診

療の用に供する自動車 
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(2)0消防専用自動車その他公益のため直接専用する自動車で知事が必要

があると認めるもの 

２ 前項の規定により環境性能割の免除を受けようとする者は、第105条

の５の規定によりその税額を納付するときまでに、次に掲げる事項を記

載した申請書に免除を必要とする事由を証する書類を添付して、これを

知事に提出しなければならない。 

(1)0年度及び税額 

(2)0自動車登録番号 

(3)0免除を必要とする事由 

(4)0前３号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

 

第105条の100知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、

環境性能割を免除することができる。 

(1)0身体に障害を有する者で規則で定めるもの（以下「身体障害者」と

いう。）が専ら運転する自動車で、当該身体障害者が取得したもの 

(2)0専ら心身障害者（身体障害者又は精神に著しい障害を有する者で規

則で定めるものをいう。以下同じ。）のために当該心身障害者と生計

を一にする者又は当該心身障害者を常時介護する者が運転する自動車

で、当該心身障害者又は当該生計を一にする者若しくは当該常時介護

する者が取得したもの 

２ 前項の規定による環境性能割の免除は、心身障害者１人につき１台に

限り行うものとし、市町村において道路運送車両法第３条（自動車の種

別）に規定する軽自動車に係る軽自動車税の環境性能割の課税免除又は

減免を受けている場合は、同項の規定は適用しない。 

３ 第１項の規定により環境性能割の免除を受けようとする者は、第105

条の５の規定によりその税額を納付するときまでに、次に掲げる事項を

記載した申請書を知事に提出するとともに、規則で定めるところによ

り、当該申請に係る自動車を運転する者に係る運転免許証又は免許情報

記録個人番号カード（道路交通法第95条の２第４項（特定免許情報の記

録等）に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。第116条第４項

において同じ。）その他規則で定める書類等を提示しなければならな

い。 

(1)0年度及び税額 

(2)0心身障害者の住所、氏名及び生年月日 
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(3)0障害名、障害の程度、障害の級別等並びにこれらを証する証明書の

交付番号及び交付年月日 

(4)0自動車を運転する者の住所、氏名及び当該心身障害者との関係 

(5)0当該運転免許証又は当該免許情報記録個人番号カードに係る免許情

報記録（道路交通法第95条の２第２項第１号に規定する免許情報記録

をいう。第116条第４項において同じ。）の番号、有効期限、運転免

許の種類及び条件が付されている場合にはその条件 

(6)0自動車登録番号 

(7)0前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

 

第105条の110知事は、構造上心身障害者の利用に供するための自動車のう

ち、専ら当該用途に供されると認めるもの（前条第１項各号に規定する

自動車を除く。）に対しては、環境性能割を免除することができる。 

２ 前項の規定により環境性能割の免除を受けようとする者は、第105条

の５の規定によりその税額を納付するときまでに、次に掲げる事項を記

載した申請書に免除を必要とする事由を証する書類を添付して、これを

知事に提出しなければならない。 

(1)0年度及び税額 

(2)0自動車登録番号 

(3)0構造変更の内容 

(4)0免除を必要とする事由 

(5)0前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

 

第105条の120知事は、構造上心身障害者の利用に供するための自動車で心

身障害者以外の者の利用にも併せて供されるもの又は専ら身体障害者が

運転するための構造変更がなされた営業用の自動車（第105条の10第１

項及び前条第１項に規定する自動車を除く。）に対しては、環境性能割

を減額することができる。 

２ 前項の規定により環境性能割を減額する場合において減額すべき額

は、当該自動車の通常の取得価額のうち、心身障害者の利用に供するた

めの構造変更又は身体障害者が運転するための構造変更に要した金額に

当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とす

る。 

３ 第１項の規定により環境性能割の減額を受けようとする者は、第105
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 （自動車税の税率） 

第106条0次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の税率は、１台

について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 乗用車（三輪の小型自動車であるものを除く。） 

  ア 営業用 

   (ｱ)～(ｺ) 略 

   (ｻ)0電気自動車（法附則第12条の３第１項（自動車税の税率の特

例）                     に規定する電

気自動車をいう。以下同じ。） 年額 7,500円 

  イ 略 

 (2)～(5) 略 

２ 前項第２号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が４人以上であるもの

に対して課する自動車税の税率は、同項（同号に係る部分に限る。）の

規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号

に定める額を、それぞれ加算した額とする。 

 (1)・(2) 略 

 

 （自動車税の賦課期日） 

第107条0自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 

 

 （自動車税の納期） 

第108条0自動車税の納期は、５月16日から同月31日までとする。 

２ 賦課期日後に納税義務が発生した場合その他特別の事情がある場合に

おける自動車税で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通

条の５の規定によりその税額を納付するときまでに、次に掲げる事項を

記載した申請書に減額を必要とする事由を証する書類を添付して、これ

を知事に提出しなければならない。 

(1)0年度及び税額 

(2)0自動車登録番号 

(3)0構造変更の内容 

(4)0構造変更に要した金額 

(5)0減額を必要とする事由 

(6)0前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

 

 （種別割の税率） 

第106条0次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割 の税率は、１台

について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 乗用車（三輪の小型自動車であるものを除く。） 

  ア 営業用 

   (ｱ)～(ｺ) 略 

   (ｻ)0電気自動車（法第149条第１項第１号（環境への負荷の低減に

著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税）に規定する電

気自動車をいう。以下同じ。） 年額 7,500円 

  イ 略 

(2)～(5) 略 

２ 前項第２号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が４人以上であるもの

に対して課する種別割 の税率は、同項             の

規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号

に定める額を、それぞれ加算した額とする。 

 (1)・(2) 略 

 

 （種別割の賦課期日） 

第107条0種別割 の賦課期日は、４月１日とする。 

 

 （種別割の納期） 

第108条0種別割 の納期は、５月16日から同月31日までとする。 

２ 賦課期日後に納税義務が発生した場合その他特別の事情がある場合に

おける種別割 で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通
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知書に定めるところによる。 

 

 （自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 

第109条0第107条に規定する自動車税の賦課期日（以下この条及び次条第

２項において「賦課期日」という。）後に納税義務が発生した者には、

その発生した月の翌月から、月割をもって、自動車税を課する。 

２ 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割

をもって、自動車税を課する。 

３ 賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき自動

車税の税率に異動があった場合には、当該自動車に対して課する自動車

税の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき自動車

税の税率により、自動車税を課する。 

４ 賦課期日後にその主たる定置場が他の都道府県に変更された場合又は

自動車の所有者の変更があった場合には、当該年度の末日に当該変更が

あったものとみなして、第１項及び第２項の規定を適用する。ただし、

自動車の所有者の変更があった場合において、変更前の所有者又は変更

後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車

に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。 

 

 （自動車税の徴収の方法） 

第110条0自動車税の徴収は、普通徴収の方法による。 

２ 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第７条第１項（新規登録の

申請）に規定する新規登録（次条において「新規登録」という。）の申

請があった自動車について前条第１項の規定により課する自動車税の徴

収については、賦課期日後翌年２月末日までの間に納税義務が発生した

場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。 

３ 自動車税の納税義務者は、前項に規定する自動車について自動車税を

払い込むときは、当該自動車税の額に相当する現金を納付した後、当該

自動車について第113条第１項の規定により提出する申告書に、納税済

印の押印を受けなければならない。 

４ 前項の申告書の提出がなかったことにより、第２項の規定により自動

車税を証紙徴収の方法によって徴収することができない場合において

は、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法による。 

 

知書に定めるところによる。 

 

 （種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 

第109条0第107条に規定する種別割 の賦課期日（以下この条及び次条第

２項において「賦課期日」という。）後に納税義務が発生した者には、

その発生した月の翌月から、月割をもって、種別割 を課する。 

２ 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割

をもって、種別割 を課する。 

３ 賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき種別

割 の税率に異動があった場合には、当該自動車に対して課する種別割 

 の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき種別割 

 の税率により、種別割 を課する。 

４ 賦課期日後にその主たる定置場が他の都道府県に変更された場合又は

自動車の所有者の変更があった場合には、当該年度の末日に当該変更が

あったものとみなして、第１項及び第２項の規定を適用する。ただし、

自動車の所有者の変更があった場合において、変更前の所有者又は変更

後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車

に対して種別割 を課されないときは、この限りでない。 

 

 （種別割の徴収の方法） 

第110条0種別割 の徴収は、普通徴収の方法による。 

２ 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第７条第１項（新規登録の

申請）に規定する新規登録（次条において「新規登録」という。）の申

請があった自動車について前条第１項の規定により課する種別割 の徴

収については、賦課期日後翌年２月末日までの間に納税義務が発生した

場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。 

３ 種別割 の納税義務者は、前項に規定する自動車について種別割 を

払い込むときは、当該種別割 の額に相当する現金を納付した後、当該

自動車について第113条第１項の規定により提出する申告書に、納税済

印の押印を受けなければならない。 

４ 前項の申告書の提出がなかったことにより、第２項の規定により種別

割 を証紙徴収の方法によって徴収することができない場合において

は、当該種別割 の徴収については、普通徴収の方法による。 
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 （自動車税の徴収の方法の特例）  

第111条0自動車税の納税義務者が情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律（平成14年法律第151号）第６条第１項（電子情報処理組織

による申請等）の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し

て新規登録の申請を行い、併せて栃木県情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する条例（平成16年栃木県条例第５号）第３条第１項（電子

情報処理組織による申請等）の規定により同項に規定する電子情報処理

組織を使用して第113条第１項の規定による申告書の提出を行う場合に

は、前条第２項及び第３項の規定にかかわらず、当該納税義務者が当該

新規登録の申請をした際に、当該新規登録の申請に係る自動車に対して

課する自動車税を法施行規則第９条の16に規定する方法により徴収する

ことができる。 

 

 （自動車税の賦課徴収に関する申告等） 

第113条0自動車税の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、その該当する事実が発生した日から７日を経過する日まで（７日を

経過する日までの間に道路運送車両法第７条（新規登録の申請）、第12

条（自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県から県内に変更された場

合に限る。）（変更登録）又は第13条（移転登録）の規定による登録の

申請をするときは、その申請をした際）に、自動車税の賦課徴収に関し

必要な事項を記載した法第160条第１項（自動車税00の賦課徴収に関す

る申告又は報告の義務）の規定による申告書又は報告書（次項において

「申告書等」という。）を知事に提出しなければならない。 

 (1)・(2) 略 

(3)0法第146条第２項ただし書（自動車税の納税義務者等）の規定の適

用を受ける使用者でなくなったとき。 

(4)0略 

２ 自動車税の納税義務者が前項の規定により申告書等を提出した後にお

いて、その申告し、又は報告した事項に異動を生じたときは、同項の例

により申告書等を知事に提出しなければならない。 

３ 略 

 

 （自動車税の減免） 

第114条0知事は、自動車の所有者が、天災その他の災害により当該所有す

 （種別割の徴収の方法の特例） 

第111条0種別割 の納税義務者が情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律（平成14年法律第151号）第６条第１項（電子情報処理組織

による申請等）の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し

て新規登録の申請を行い、併せて栃木県情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する条例（平成16年栃木県条例第５号）第３条第１項（電子

情報処理組織による申請等）の規定により同項に規定する電子情報処理

組織を使用して第113条第１項の規定による申告書の提出を行う場合に

は、前条第２項及び第３項の規定にかかわらず、当該納税義務者が当該

登録  の申請をした際に、当該登録  の申請に係る自動車に対して

課する種別割 を法施行規則第９条の16に規定する方法により徴収する

ことができる。 

 

 （種別割の賦課徴収に関する申告等） 

第113条0種別割 の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、その該当する事実が発生した日から７日を経過する日まで（７日を

経過する日までの間に道路運送車両法第７条（新規登録の申請）、第12

条（自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県から県内に変更された場

合に限る。）（変更登録）又は第13条（移転登録）の規定による登録の

申請をするときは、その申請をした際）に、種別割 の賦課徴収に関し

必要な事項を記載した法第177条の13第１項（種別割の賦課徴収に関す

る申告又は報告の義務）の規定による申告書又は報告書（次項において

「申告書等」という。）を知事に提出しなければならない。 

(1)・(2) 略 

(3)0法第146条第３項ただし書（自動車税の納税義務者等）の規定の適

用を受ける使用者でなくなったとき。 

(4)0略 

２ 種別割 の納税義務者が前項の規定により申告書等を提出した後にお

いて、その申告し、又は報告した事項に異動を生じたときは、同項の例

により申告書等を知事に提出しなければならない。 

３ 略 

 

 （種別割の減免） 

第114条0知事は、自動車の所有者が、天災その他の災害により当該所有す
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る自動車に損害を受け、当該自動車について価額の２分の１以上の金額

に相当する修繕費（保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を

除く。次項において同じ。）を支出した場合には、当該自動車に対して

課する自動車税を減額することができる。 

２ 前項の規定により自動車税を減額する場合において減額すべき額は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1)0修繕費が価額の100分の85以上である場合 当該年度分の自動車税

の額に２分の１を乗じて得た額 

 (2)0修繕費が価額の100分の65以上100分の85未満である場合 当該年度

分の自動車税の額に３分の１を乗じて得た額 

 (3)0修繕費が価額の100分の50以上100分の65未満である場合 当該年度

分の自動車税の額に４分の１を乗じて得た額 

３ 第１項の規定により自動車税の減額を受けようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を添

付して、これを知事に提出しなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 

第115条0知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動

車税を減免することができる。 

 (1)・(2) 略 

 (3)0医療法（昭和23年法律第205号）第31条（公的医療機関）に規定す

る公的医療機関の開設者が所有する自動車で専らへき地における巡回

診療の用に供するもの 

 (4)～(6) 略 

２ 前項の規定により自動車税を減免する場合において減免すべき額は、

同項第１号から第４号までに掲げる自動車にあっては当該年度分の自動

車税の額の全額とし、同項第５号に掲げる自動車にあっては当該年度分

の自動車税の額に２分の１を乗じて得た額とし、同項第６号に掲げる自

動車にあっては知事が定める額とする。 

３ 第１項の規定により自動車税の減免を受けようとする者は、普通徴収

の方法によって徴収されるものにあっては納期限までに、証紙徴収の方

法によって徴収されるものにあっては第110条第３項の規定によりその

税金を払い込むときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければ

る自動車に損害を受け、当該自動車について価額の２分の１以上の金額

に相当する修繕費（保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を

除く。次項において同じ。）を支出した場合には、当該自動車に対して

課する種別割 を減額することができる。 

２ 前項の規定により種別割 を減額する場合において減額すべき額は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1)0修繕費が価額の100分の85以上である場合 当該年度分の種別割   

の額に２分の１を乗じて得た額 

 (2)0修繕費が価額の100分の65以上100分の85未満である場合 当該年度

分の種別割 の額に３分の１を乗じて得た額 

 (3)0修繕費が価額の100分の50以上100分の65未満である場合 当該年度

分の種別割 の額に４分の１を乗じて得た額 

３ 第１項の規定により種別割 の減額を受けようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した申請書に同項の規定に該当することを証する書類を添

付して、これを知事に提出しなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 

第115条0知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別

割 を減免することができる。 

 (1)・(2) 略 

 (3)0医療法（昭和23年法律第205号）第31条（公的医療機関）に規定す

る公的医療機関の開設者が所有する自動車で専らへき地における巡回

診療の用に供するもの 

 (4)～(6) 略 

２ 前項の規定により種別割 を減免する場合において減免すべき額は、

同項第１号から第４号までに掲げる自動車にあっては当該年度分の種別

割 の額の全額とし、同項第５号に掲げる自動車にあっては当該年度分

の種別割 の額に２分の１を乗じて得た額とし、同項第６号に掲げる自

動車にあっては知事が定める額とする。 

３ 第１項の規定により種別割 の減免を受けようとする者は、普通徴収

の方法によって徴収されるものにあっては納期限までに、証紙徴収の方

法によって徴収されるものにあっては第110条第３項の規定によりその

税金を払い込むときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければ
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ならない。 

 (1)～(4) 略 

 

第116条0知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動

車税を減免することができる。 

 (1)0身体障害者（身体に障害を有する者で規則で定めるものをいう。次

号において同じ。）が所有する自動車で、専ら当該身体障害者が運転

するもの 

 (2)0心身障害者（身体障害者又は精神に著しい障害を有する者で規則で

定めるものをいう。以下同じ。）又は心身障害者と生計を一にする者

若しくは心身障害者を常時介護する者が所有する自動車で、専ら当該

心身障害者のために当該生計を一にする者又は当該常時介護する者が

運転するもの 

２ 前項の規定による自動車税の減免は、心身障害者１人につき１台に限

り行うものとし、市町村において道路運送車両法第３条（自動車の種

別）に規定する軽自動車に係る軽自動車税    の課税免除又は減免

を受けている場合は、同項の規定は適用しない。 

３ 第１項の規定により自動車税を減免する場合において減免すべき額

は、規則で定める額とする。 

４ 第１項の規定により自動車税の減免を受けようとする者は、当該年度

の２月末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出する

とともに、規則で定めるところにより、当該申請に係る自動車を運転す

る者に係る運転免許証又は免許情報記録個人番号カード（道路交通法第

95条の２第４項（特定免許情報の記録等）に規定する免許情報記録個人

番号カードをいう。）その他規則で定める書類等を提示しなければなら

ない。 

 (1)～(4) 略 

 (5)0当該運転免許証又は当該免許情報記録個人番号カードに係る免許情

報記録（道路交通法第95条の２第２項第１号に規定する免許情報記録

をいう。）の番号、有効期限、運転免許の種類及び条件が付されてい

る場合にはその条件 

 (6)・(7) 略 

 

第117条0知事は、構造上心身障害者の利用に供するための自動車のうち、

ならない。 

 (1)～(4) 略 

 

第116条0知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別

割 を減免することができる。 

 (1)0身体障害者（身体に障害を有する者で規則で定めるものをいう。次

号において同じ。）が所有する自動車で、専ら当該身体障害者が運転

するもの 

 (2)0心身障害者（身体障害者又は精神に著しい障害を有する者で規則で

定めるものをいう。以下同じ。）又は心身障害者と生計を一にする者

若しくは心身障害者を常時介護する者が所有する自動車で、専ら当該

心身障害者のために当該生計を一にする者又は当該常時介護する者が

運転するもの 

２ 前項の規定による種別割 の減免は、心身障害者１人につき１台に限

り行うものとし、市町村において道路運送車両法第３条（自動車の種

別）に規定する軽自動車に係る軽自動車税の種別割の課税免除又は減免

を受けている場合は、同項の規定は適用しない。 

３ 第１項の規定により種別割 を減免する場合において減免すべき額

は、規則で定める額とする。 

４ 第１項の規定により種別割 の減免を受けようとする者は、当該年度

の２月末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出する

とともに、規則で定めるところにより、当該申請に係る自動車を運転す

る者に係る運転免許証又は免許情報記録個人番号カード         

                                 

          その他規則で定める書類等を提示しなければなら

ない。 

 (1)～(4) 略 

 (5)0当該運転免許証又は当該免許情報記録個人番号カードに係る免許情

報記録                             

     の番号、有効期限、運転免許の種類及び条件が付されてい

る場合にはその条件 

 (6)・(7) 略 

 

第117条0知事は、構造上心身障害者の利用に供するための自動車のうち、
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専ら当該用途に供されると認めるもの（前条第１項に規定する自動車を

除く。）に対しては、自動車税を免除することができる。 

２ 前項の規定により自動車税の免除を受けようとする者は、普通徴収の

方法によって徴収されるものにあっては納期限までに、証紙徴収の方法

によって徴収されるものにあっては第110条第３項の規定によりその税

金を払い込むときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書に免除を必

要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければな

らない。 

 (1)～(5) 略 

 

第118条0知事は、中古車販売業者（古物営業法（昭和24年法律第108号）

第３条（許可）の規定による許可（同法第２条第２項第１号（定義）に

係るものに限る。）を受けている自動車販売業者で、古物営業法施行規

則（平成７年国家公安委員会規則第10号）第２条第４号に規定する自動

車を取り扱うものをいう。）で規則で定めるものが賦課期日において、

商品として所有し、かつ、展示している自動車であって道路運送車両法

第４条（登録の一般的効力）の規定による登録を受けているもののうち

規則で定めるものに対しては、自動車税を減額することができる。 

２ 前項の規定により自動車税を減額する場合において減額すべき額は、

当該年度分の自動車税の額に12分の３を乗じて得た額とする。 

３ 第１項の規定により自動車税の減額を受けようとする者は、納期限ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請書に減額を必要とする事由を証す

る書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 

第171条0次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処す

る。 

 (1)0略 

 (2)0第66条、第80条             、第113条若しくは第

125条又は法第745条第１項（道府県が課する固定資産税の賦課徴収

等）において準用する法第383条（固定資産税の申告）の規定によ

り、申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又

は報告をしなかった者 

 (3)0略 

専ら当該用途に供されると認めるもの（前条第１項に規定する自動車を

除く。）に対しては、種別割 を免除することができる。 

２ 前項の規定により種別割 の免除を受けようとする者は、普通徴収の

方法によって徴収されるものにあっては納期限までに、証紙徴収の方法

によって徴収されるものにあっては第110条第３項の規定によりその税

金を払い込むときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書に免除を必

要とする事由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければな

らない。 

 (1)～(5) 略 

 

第118条0知事は、中古車販売業者（古物営業法（昭和24年法律第108号）

第３条（許可）の規定による許可（同法第２条第２項第１号（定義）に

係るものに限る。）を受けている自動車販売業者で、古物営業法施行規

則（平成７年国家公安委員会規則第10号）第２条第４号に規定する自動

車を取り扱うものをいう。）で規則で定めるものが賦課期日において、

商品として所有し、かつ、展示している自動車であって道路運送車両法

第４条（登録の一般的効力）の規定による登録を受けているもののうち

規則で定めるものに対しては、種別割 を減額することができる。 

２ 前項の規定により種別割 を減額する場合において減額すべき額は、

当該年度分の種別割 の額に12分の３を乗じて得た額とする。 

３ 第１項の規定により種別割 の減額を受けようとする者は、納期限ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請書に減額を必要とする事由を証す

る書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 

第171条0次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処す

る。 

 (1)0略 

 (2)0第66条、第80条、第105条の５、第105条の６、第113条若しくは第

125条又は法第745条第１項（道府県が課する固定資産税の賦課徴収

等）において準用する法第383条（固定資産税の申告）の規定によ

り、申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又

は報告をしなかった者 

 (3)0略 
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   附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第27条   略 

 

 （自動車税の税率の特例） 

第28条 次の各号に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動車（法附

則第12条の３第１項（自動車税の税率の特例）                         

           に規定する天然ガス自動車をいう。次条第２項

において同じ。）、メタノール自動車（法附則第12条の３第１項    

             に規定するメタノール自動車をいう。次条

第２項において同じ。）、混合メタノール自動車（法附則第12条の３第

１項に規定する混合メタノール自動車をいう。次条第２項において同

じ。）及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（法

附則第12条の３第１項に規定する電力併用自動車をいう。次条第２項に

おいて同じ。）並びに自家用の乗用車（三輪の小型自動車であるものを

除く。同条第１項において同じ。）、第106条第１項第３号ア(ｱ)に規定

する一般乗合用バス、同項第５号アに規定するキャンピング車（次条第

１項において「キャンピング車」という。）及び被けん引自動車を除

く。）に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税ああああ

に係る第106条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

 

   附 則 

 （軽油引取税の税率の特例） 

第27条 軽油引取税の税率は、第102条の19の規定にかかわらず、当分の

間、１キロリットルにつき、３万2,100円とする。 

 

 （自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第27条の２ 営業用の自動車に対する第105条の３の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１項 100分の１ 100分の0.5 

第２項 100分の２ 100分の１ 

第３項 100分の３ 100分の２ 
 

 

第27条の３ 略 

 

 （自動車税の種別割の税率の特例） 

第28条 次の各号に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動車（法第

149条第１項第２号（環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対す

る環境性能割の非課税）に規定する天然ガス自動車をいう。次条第２項

において同じ。）、メタノール自動車（法附則第12条の３第１項（自動

車税の種別割の税率の特例）に規定するメタノール自動車をいう。次条

第２項において同じ。）、混合メタノール自動車（法附則第12条の３第

１項に規定する混合メタノール自動車をいう。次条第２項において同

じ。）及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（法

第149条第１項第３号 に規定する電力併用自動車をいう。次条第２項に

おいて同じ。）並びに自家用の乗用車（三輪の小型自動車であるものを

除く。同条第１項において同じ。）、第106条第１項第３号ア(ｱ)に規定

する一般乗合用バス、同項第５号アに規定するキャンピング車（次条第

１項において「キャンピング車」という。）及び被けん引自動車を除

く。）に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割

に係る第106条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と
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する。 

 (1)0法第149条第１項第４号に規定するガソリン自動車（法附則第12条

の３第１項第１号に規定するガソリン自動車をいう。）又は     

      石油ガス自動車（同号に規定する石油ガス自動車をい

う。）で平成27年３月31日までに最初の道路運送車両法第７条第１項

（新規登録の申請）に規定する新規登録（以下この条及び次条第１項

において「初回新規登録」という。）を受けたもの 初回新規登録を

受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度 

 (2)0法第149条第１項第６号に規定する軽油自動車（法附則第12条の３

第１項第２号に規定する軽油自動車をいう。）その他の前号に掲げる

自動車以外の自動車で平成29年３月31日までに初回新規登録を受けた

もの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属す

る年度 

略 

２ 法附則第12条の３第２項各号に掲げる自動車に対する第106条の規定

の適用については、当該自動車が令和７年４月１日から令和10年３月31

日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受け

た日の属する年度の翌年度分の自動車税    に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

略 

３ 法附則第12条の３第３項各号に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第106条第１項あ

あああああああああの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令

和７年４月１日から令和８年３月31日までの間に初回新規登録を受けた

場合には、令和８年度分ああああああああああああああああああの自動

車税の種別割に限り、前項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号ア 7,500円 4,000円 

8,500円 4,500円 

9,500円 5,000円 

13,800円 7,000円 

15,700円 8,000円 

する。 

 (1)0法第149条第１項第４号に規定するガソリン自動車（法附則第12条

の３第１項第１号に規定するガソリン自動車をいう。）又は同項第５

号に規定する石油ガス自動車（同号に規定する石油ガス自動車をい

う。）で平成25年３月31日までに最初の第103条の２第３項0００００

（新規登録の申請）に規定する新規登録（以下この条及び次条第１項

において「初回新規登録」という。）を受けたもの 初回新規登録を

受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度 

 (2)0法第149条第１項第６号に規定する軽油自動車（法附則第12条の３

第１項第２号に規定する軽油自動車をいう。）その他の前号に掲げる

自動車以外の自動車で平成27年３月31日までに初回新規登録を受けた

もの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属す

る年度 

略 

２ 法附則第12条の３第２項各号に掲げる自動車に対する第106条の規定

の適用については、当該自動車が令和４年４月１日から令和８年３月31

日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受け

た日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

略 

３ 法附則第12条の３第３項各号に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第106条第１項第

１号ア及び第４号アの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令

和４年４月１日から令和７年３月31日までの間に初回新規登録を受けた

場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動

車税の種別割に限り、次の表 の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号ア 

 

7,500円 4,000円 

8,500円 4,500円 

9,500円 5,000円 

13,800円 7,000円 

15,700円 8,000円 
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17,900円 9,000円 

20,500円 10,500円 

23,600円 12,000円 

27,200円 14,000円 

40,700円 20,500円 

第４号ア 4,500円 2,500円 
 

 

第28条の２ 栃木県県税条例等の一部を改正する条例（平成31年栃木県条

例第19号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この項にお

いて「特定日」という。）の前日までに初回新規登録を受けた自家用の

乗用車及びキャンピング車（以下この条において「自家用乗用車等」と

いう。）であって栃木県県税条例等の一部を改正する条例（平成28年栃

木県条例第48号）第１条の規定による改正前の栃木県県税条例（以下こ

の項において「平成28年改正前の栃木県県税条例」という。）第103条

第１項の規定により平成28年改正前の栃木県県税条例に規定する自動車

税を課されたもの（同日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等で

あって、地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法律第13号）

第２条の規定による改正前の地方税法第146条（自動車税の非課税の範

囲）その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定

により平成28年改正前の栃木県県税条例に規定する自動車税を課されな

かったものを含む。）又は同日までに法の施行地外において道路運送車

両法第２条第５項（定義）に規定する運行に相当するものとして法施行

規則附則第５条の２の２に規定するものの用に供されたことがある自家

用乗用車等であって特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課

する自動車税    の税率は、第106条第１項の規定にかかわらず、

１台について、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

 (1)・(2) 略 

２ 前項の規定の適用を受ける自家用乗用車等（電気自動車、天然ガス自

動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機

関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。）のうち、前条第１項各

号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税 

    に係る前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同

17,900円 9,000円 

20,500円 10,500円 

23,600円 12,000円 

27,200円 14,000円 

40,700円 20,500円 

第４号ア 4,500円 2,500円 
 

 

第28条の２ 栃木県県税条例等の一部を改正する条例（平成31年栃木県条

例第19号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この項にお

いて「特定日」という。）の前日までに初回新規登録を受けた自家用の

乗用車及びキャンピング車（以下この条において「自家用乗用車等」と

いう。）であって栃木県県税条例等の一部を改正する条例（平成28年栃

木県条例第48号）第１条の規定による改正前の栃木県県税条例（以下こ

の項において「平成28年改正前の栃木県県税条例」という。）第103条

第１項の規定により平成28年改正前の栃木県県税条例に規定する自動車

税を課されたもの（同日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等で

あって、地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法律第13号）

第２条の規定による改正前の地方税法第146条（自動車税の非課税の範

囲）その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定

により平成28年改正前の栃木県県税条例に規定する自動車税を課されな

かったものを含む。）又は同日までに法の施行地外において第 103条第

２項００００００００００に規定する運行に相当するものとして法施行

規則附則第５条の２の２に規定するものの用に供されたことがある自家

用乗用車等であって特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課

する自動車税の種別割の税率は、第106条第１項の規定にかかわらず、

１台について、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

 (1)・(2) 略 

２ 前項の規定の適用を受ける自家用乗用車等（電気自動車、天然ガス自

動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機

関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。）のうち、前条第１項各

号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税

の種別割に係る前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同
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  （栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正） 

第２条 栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例（平成14年栃木県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 

  （施行期日） 

 第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  （軽油引取税に関する経過措置） 

 第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に栃木県県税条例第102条の17第１項若しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３

項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

略 
あ 

項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

略 
 

改   正   後 改   正   前 

（不動産取得税の課税免除） 

第３条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の

日以後３箇年以内に特定非営利活動に係る事業（特定非営利活動促進法

第11条第１項第３号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載

されたものをいう。        。）の用に供するための不動産を

無償で譲り受けたときは、当該特定非営利活動法人による当該不動産の

取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 （課税免除の申請） 

第４条 前２条の規定による県税の課税免除を受けようとする者は、規則

で定めるところにより知事に申請しなければならない。 

 

第５条 略 

（不動産取得税の課税免除） 

第３条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の

日以後３箇年以内に特定非営利活動に係る事業（特定非営利活動促進法

第11条第１項第３号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載

されたものをいう。次条において同じ。）の用に供するための不動産を

無償で譲り受けたときは、当該特定非営利活動法人による当該不動産の

取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。 

 

（自動車税の環境性能割の課税免除） 

第４条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の

日以後３箇年以内に専ら特定非営利活動に係る事業の用に供するための

自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車に対して課する自動車税

の環境性能割を免除することができる。 

 

 （課税免除の申請） 

第５条 前３条の規定による県税の課税免除を受けようとする者は、規則

で定めるところにより知事に申請しなければならない。 

 

第６条 略 
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項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは同条例第102条の18各号の

軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第102条の17第６項の規定に該当するに至った

場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。 

 （自動車税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の栃木県県税条例（以下「新条例」という。）の規定中自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の自動

車税について適用する。 

２ 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 （栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 前条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割についての第２条の規定による改正前の栃木県特定非営利活

動法人に対する県税の課税免除に関する条例第４条の規定の適用については、なお従前の例による。 

 （罰則の適用に関する経過措置） 

第５条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。 

 （この条例の失効） 

第６条 この条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第   号）が成立しないとき、その他同法第１条の規定による改正後

の地方税法（昭和25年法律第226号）の規定の内容が当該規定に対応する新条例又は第２条の規定による改正後の栃木県特定非営利活動法人に対す

る県税の課税免除に関する条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。 
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